
意
見
書

　
意
見
書
は
、
地
方
自
治
法
第
99
条
に
基
づ
き
、
市
の
公
益
に

関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
会
や
関
係
行
政
庁
に
対
し
、
議
会

の
意
見
を
ま
と
め
て
提
出
す
る
文
書
の
こ
と
で
す
。

　

今
定
例
会
に
は
３
件
の
意
見
書
が
提
出

さ
れ
、
次
の
１
件
を
可
決
、
内
閣
総
理
大

臣
等
へ
送
付
し
ま
し
た
。

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選

挙
区
の
改
定
案
に
関
す
る
意
見
書

　

令
和
４
年
６
月
16
日
に
衆
議
院
議
員
選

挙
区
画
定
審
議
会
か
ら
衆
議
院
小
選
挙
区

の
改
定
案
が
勧
告
さ
れ
た
。
同
審
議
会
で

は
令
和
２
年
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人

口
が
令
和
３
年
６
月
25
日
に
公
示
さ
れ
て

以
来
、
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会

設
置
法
第
２
条
及
び
第
４
条
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議

員
の
選
挙
区
の
改
定
に
関
し
、
調
査
審
議

を
進
め
て
き
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　

改
定
案
で
は
、
１
票
の
格
差
を
２
倍
未

満
と
し
た
ほ
か
、
小
選
挙
区
ご
と
の
有
権

者
数
の
較
差
が
縮
小
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
課

題
と
さ
れ
て
い
た
各
小
選
挙
区
に
お
け
る

行
政
区
の
分
断
が
整
理
さ
れ
る
な
ど
、
一

定
の
成
果
が
表
れ
て
い
る
。

　

一
方
で
、
吉
川
市
を
含
む
埼
玉
県
第
14

選
挙
区
に
お
い
て
は
、
現
行
の
区
割
り
を

３
分
割
す
る
と
い
う
大
き
な
変
化
が
あ
り
、

戸
惑
い
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　

吉
川
市
は
ご
み
処
理
を
埼
玉
県
東
南
部

５
市
１
町
で
構
成
す
る
東
埼
玉
資
源
環
境

組
合
で
行
っ
て
い
る
。
消
防
は
吉
川
松
伏

消
防
組
合
で
担
っ
て
い
る
。
併
せ
て
現
在

の
小
選
挙
区
は
平
成
の
大
合
併
以
前
の
北

葛
飾
郡
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

地
域
は
埼
玉
県
東
南
部
地
域
の
治
水
事
業
、

農
業
を
支
え
る
葛
西
用
水
路
土
地
改
良
区

事
業
な
ど
歴
史
的
結
び
つ
き
は
強
い
。

　

選
挙
区
の
見
直
し
は
１
票
の
格
差
の
み

で
な
く
、
当
該
地
域
の
広
域
行
政
の
実
情

や
歴
史
的
背
景
な
ど
十
分
に
反
映
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
政
治
や
選
挙
を
わ

が
こ
と
と
し
て
身
近
に
感
じ
る
に
は
当
該

地
域
の
課
題
の
一
体
性
や
、
地
域
住
民
の

生
活
圏
域
な
ど
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
今
回
の
改
革
案
で
は
こ
う
い
っ
た
点

が
欠
け
て
い
る
と
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
よ
っ
て
、
当
該
地
域
の
実
情
を
考
慮

し
た
区
割
り
に
見
直
す
こ
と
を
強
く
要
望

す
る
。

議
員
提
出
議
案

※埼玉県市議会議長会事務局職員研修会資料を基に一部修正

市議会豆知識

国民市民

市長

地方自治体（市）
【二元代表制】

国
【議院内閣制】

市議会
議員 内閣

首相
国会
議員

選
挙

選
挙 選

挙

指名選挙チェック
＆

バランス

◎二元代表制と議院内閣制
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